
被災者に寄り添い、
　　心合わせを大切にした
　　　　取り組みを邁進します

日頃より連合茨城の各種取り組みに対し、ご理解

とご協力をいただき感謝申し上げます。

はじめに、本年１月１日に発生しました「能登

半島地震」をはじめ、４月３日には「台湾沖東部

地震」、４月17日には豊後水道を震源とする地震が

連続して発生し、愛媛県や高知県で大きな被害を

受けました。被災された方々に、心からお見舞い

を申し上げますと共に、連合茨城として取り組め

ることを推進し、被災地・被災者に寄り添った活

動を展開していきたいと思います。同時に、私た

ちは改めて自然災害に対する備えを忘れてはなり

ません。職場・家庭で再度見直しをお願いします。

私たち連合は、労働組合として最も重要な経済闘

争「2024春季生活闘争」を展開中です。既に大手

組合では妥結し、集約方向を確認されていますが、

中堅・中小・地場組合は、今も交渉中の組合があり、

まだまだ終わっていません。

「労働の対価である賃金」は、私たちの生活を営

む上で欠かすことの出来ない大切なものです。毎年

の春季生活闘争において、真摯な労使論議を展開し

ながら「賃金改善を継続」し、新たな経済社会へと

確実に移行していくための流れを、継続していくこ

とが大切なことであると考えます。

更には、性別・年齢・国籍・障害の有無・就労

形態などに関わらず、誰もが多様性を認め合い、互

いに支え合うことの出来る職場・社会の実現をめざ

すために、男女平等参画を推進すると共に、ジェン

ダー平等や「真の多様性」に向けた法整備や、職

場環境の改善の取り組みを展開していきたいと思い

ます。　

連合茨城は、全ての働く仲間の安心確保のため、

政策・制度改善要求を始めとして、各職場における

集団的労使関係の拡大、組織強化・拡大に向けて

全力で取り組んでいきます。

引き続き、連合茨城の各種取り組みに対します

ご支援ご協力をよろしくお願いします。

連合茨城会長　内 山　　 裕
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第95回 茨城県中央メーデー

４月27日（土）10時00分から、茨城県三の丸庁舎
広場において、連合茨城第95回茨城県中央メーデー
を開催しました。

冒頭、主催者を代表して挨拶に立った内山裕実行
委員長（連合茨城会長）は、能登半島地震や台湾東
部沖地震の被災地支援に積極的に取り組む考えを述
べるとともに、今後の活動については、① 2024春
闘の取り組みの継続・強化、②組織化・組織拡大の
推進、③政治活動の推進等について、全力で取り組
む決意を訴えました。

続いて、来賓の大井川和彦茨城県知事や澤口宏司
茨城労働局長をはじめ、青山大人立憲民主党茨城県
連代表、浅野哲国民民主党茨城県連代表、堂込まき
こ参議院議員、福祉事業団体の代表から連帯のあい
さつをいただきました。

式典では、鈴木勝也（青年委員会幹事）、斉藤康予

─　ス ロ ー ガ ン　─

連帯の力で 平和と人権を守り
誰もが安心して暮らせる新たなステージへ！

被災地の復旧・復興に向けて みんなで支え合い・助け合おう！

─　サブスローガン　─
すべての働く仲間の幸せと 地域に根ざした顔の見える運動をめざそう！

働く者の祭典である今年の第95回メーデーは、茨城県中央メーデーおよび各地域・地区メー
デーを県内各地で開催し、メーデーの意義や連合茨城の活動を多くの県民に訴えるため、式典
や街宣パレード、家族で参加できるお楽しみイベントなどを開催しました。

茨城県中央メーデー

主催者挨拶（内山実行委員長） 式典模様

（女性委員会幹事）から、スローガン・メーデー宣
言が提案され、全体の拍手によって満場一致で採択
されました。

また、メーデーに因んだプラカードコンテストを
行い、数々の力作の中から最優秀賞には自動車総連
の作品が選ばれました。

会場では、能登半島地震（募金：63,104円）・台
湾東部沖地震（募金：60,582円）の支援募金活動や
フードドライブ（食料品：67㎏）など、社会貢献活
動も行われました。

式典は最後に、佐々木琢郎実行委員長代行（連合
茨城副会長）の発声による団結ガンバローを三唱し
閉会しました。

なお、式典後は、水戸市街地を、横断幕や組合旗、
プラカードを掲げ、シュプレヒコールを行いながら
パレード・デモ行進を行いました。

− � − − � −



お子様プレゼントコーナー

プラカードコンテスト（最優秀賞：自動車総連）

フードドライブ

茨城県中央
メーデー

茨城県中央
メーデー

地域・地区メー
デー

地域・地区メー
デー

支援募金活動（県退連より寄付）
支援募金活動

デ　モ　行　進

デ　モ　行　進

ガンバロー三唱

日立地区 ４月21日日高萩・北茨城地区 ４月20日土
常陸那珂地区 ４月20日土

− � − − � −



10地域においては、感染防止対策の徹底を図りながら、式典、抽
選会、物品販売、アトラクションョン等、各地域の特色を活かし
た工夫したプログラムが企画され、組合員と家族が楽しめる取り
組みが展開されました。地域メーデー全体で6,445名の組合員・
家族・ＯＢなどが参加し、楽しい１日を過ごすことができました。

地域・地区 開催日 参加者数 内　　　　　　　容　　　　　　　
高萩・北茨城 4 月 20 日 土 310 人 式典、抽選会、フードドライブ、お菓子配布 他

日　　立 4 月 21 日 日 2,200 人 式典、抽選会、フードドライブ、支援募金、風船・菓子配布・野菜販売 他

常陸那珂 4 月 20 日 土 430 人 式典、抽選会、大道芸人ショー、野菜販売、風船配布 他

水　　郡 4 月 20 日 土 177 人 式典、抽選会、フードドライブ、支援募金 他

水　　戸 4 月 20 日 土 289 人 式典、抽選会、キャラクターショー、支援募金 他

下　　館 4 月 21 日 日 150 人 式典、抽選会、キャラクターショー 他

鹿　　行 4 月 20 日 土 1,034 人 式典、抽選会、フードドライブ、キッチンカー販売、支援募金 他

土　　浦 4 月 14 日 日 1,005 人 式典、抽選会、フードドライブ、支援募金 他

県　　南 4 月 20 日 土 600 人 式典、抽選会、プラカードコンテスト、フードドライブ、支援募金 他

県　　西 4 月 20 日 土 285 人 式典、抽選会、アトラクション、フードドライブ、支援募金 他

水郡地区 ４月20日土 水戸地区 ４月20日土

下館地区 ４月21日日

鹿行地域 ４月20日土 土浦地域 ４月14日日

県西地域 ４月20日土

県南地域 ４月20日土

− � − − � −



雇用・労働行政に関する要請行動を実施

くらしをまもり、未来をつくる。 連合茨城「地場共闘センター」情報速報No.2
エントリー組合の79組合中、要求組合数は49組合、うち妥結組合数は31組合（５月８日集計）

回答妥結額　12,309円（賃金改善分8,242円）

業 種 別
2024 年集計組合 2024 年妥結額（加重平均） 昨年対比

計①－計②
2023 年妥結額（加重平均）

組合数 人員 計① 定昇分 賃金改善 計② 定昇分 賃金改善

計 31
/79

3,988
人

12,309 円
　4.49% 4,068 円 8,242 円

（ベア 5,867 円） 3,987 円 8,322 円
74 組合 8,937 人 3,697 円 4,626 円

ベア 2,942 円

製 造 18
/39

2,104
人

12,138 円
4.16% 3,858 円 8,280 円

（ベア 6,395 円） 3,130 円 9,008 円
40 組合 5,046 人 3,964 円 5,043 円

ベア 3,610 円

商 業 流 通 2
/6

1,398
人

14,898 円
6.03% 4,779 円 10,119 円

（ベア 6,274 円） 6,004 円 8,894 円
5 組合 2,370 人 3,062 円 5,832 円

ベア 2,906 円

交 通 運 輸 4
/7

72
人

4,861 円
2.23% 4,306 円 556 円

（ベア　556 円） 821 円 4,040 円
5 組合 203 人 2,582 円 1,458 円

ベア 1,458 円

自 動 車
学 校

3
/15

68
人

9,817 円
 3.10% 3,628 円 6,189 円

（ベア 1,941 円） 5,787 円 4,030 円
14 組合 228 人 4,030 円 0 円

ベア 0 円

電 気 ガ ス 0
/3 人

円
% 円 円

（ベア　－円） 円 6,012 円
3 組合 318 人 1,639 円 4,359 円

ベア 1,764 円

そ の 他
※上記以外

4
/9

346
人

8,361 円
 3.42% 4,950 円 3,411 円

（ベア 1,474 円） 7,073 円 1,288 円
9 組合 839 人 5,548 円 1,288 円

ベア 0 円

※ 2024 年と 2023 年で集計対象組合が異なるため、「定昇分」と「賃上げ分」の昨年対比は整合しない。

定的に上昇するステージへと変えるため『未来づくり
春闘』を深化させ、みんなの力で社会を動かし、未
来を切り拓いていこう。」と訴えました。また来賓の、
浅野哲衆議院議員、小沼巧参議院議員、堂込麻紀子
参議院議員からも、激励と連帯のあいさつをいただき
ました。その後、連合茨城の取り
組みや集会アピールを採択するな
ど、闘う意思を固め、集会後は、
街行く人に広く取り組みを訴え
るために、水戸市街地を、シュプ
レヒコールで気勢を上げながらデ
モ行進を行いました。

2024 春季生活闘争要求実現3.2総決起集会報告

茨城県：３月27日水　茨城労働局：３月15日金

要
請
内
容

連合茨城は、茨城県三の丸庁舎広場において、組合
員や推薦議員など約900名が参加し「2024春季生活
闘争要求実現3.2総決起集会」を開催しました。主催
者を代表して内山会長が、「昨年は30年ぶりといわれ

る高水準の賃上
げとなった。しか
し、物価上昇に
はとても追いつい
ていない。一時的
ではなく、実質賃
金が継続的に上
昇し、経済が安

労働局へ要請

茨城県へ要請

　2024春季生活闘争における重要な取り組みの一つとして、茨城県ならびに茨城労働局に
対し、「雇用と労働」政策に関する要請を行い、厳しい雇用情勢と労働条件の改善に向けた
対策について、積極的な取り組みを求めました。

Ⅰ 雇用の安定・確保、雇用創出対策の強化について
Ⅱ 労働条件等の格差是正について
Ⅲ 政策・制度の実現に向けた取り組み
Ⅳ 「すべての労働者の立場にたった働き方」の見直し
Ⅴ ジェンダー平等・多様性の推進

未来づくり春闘

下館地区 ４月21日日

県南地域 ４月20日土

− � − − � −



※下記期間以外でも受付しています。
※受付時間は地域によって異なります。

9

中央集会

水戸駅でのアピール行動終
了後、労働福祉会館にて、全
国統一中央集会を WEB 視聴
しました。主催者を代表して
芳野会長からのあいさつの
後、基調講演として、「あら
ゆる意思決定プロセスに女性
の参画を～企業と労働組合の
意思決定への関与とジェン
ダー」と題し、埼玉大学経済
学部 金井教授より講演と、本
部の基調提起後、集会アピー
ルを採択し終了しました。

連合茨城女性委員会は、3.8国際女性デー周知の取り組みとして、3月 8日（金）JR水戸駅
ペデストリアンデッキにおいて街宣行動を行いました。女性委員会・青年委員会役員を中心
に 15名が参加し、駅利用者に『バラ（1000 本）』『アピールチラシ（ティッシュ）』を配布、男女平等参
画社会の早期実現をアピールしました。街頭アピール行動においては、女性・男性委員会役員や滑川水戸
市議会議員がマイクを握り、「男女間賃金格差の是正」、「ジェンダー平等・多様性の推進」、「ハラスメン
ト対策」、「改正女性活躍推進法」および「男女雇用機会均等法」、「育児や介護と仕事の両立に向けた環境
整備」などを訴え、広く活動の理解を求めました。

３．８国際女性デー  茨城アピール行動

− � − − � −



働き始めて
２か月が経った今だから…

６月10日月～14日金
WEEKWEEK

条件が違う…パワハラがひどい…
残業が多くてつらい…
もう辞めたい！ と思ったら、

第３回いきいきセカンドライフセミナー参加者募集!
参加者
募集!

令和６年能登半島地震　募金総額　1,067,565 円　活動期間：１月９日～４月 27 日

２０２４年台湾東部沖地震　募金総額　320,000 円　活動期間：４月１４日～４月 27 日

たくさんの仲間の声掛けにより、たくさんの方々からご賛同・ご協力をいただくことができました。
皆さま、本当にありがとうございました。

令和６年能登半島地震
2024年台湾東部沖地震 連合茨城  緊急支援募金活動報告連合茨城  緊急支援募金活動報告

TXつくば駅　街頭行動

JR勝田駅　街頭行動

　いま世の中では、「人生100年時代」とも言われており、定年後は「老後」ではなく、第二の
人生＝「セカンドライフ」として前向きに生きることを推奨されてきています。
　連合茨城でも、組合員の皆さんが心に余裕と豊かさのある生活の実現のお手伝いをさせていた
だきます。
　ぜひ「いきいきセカンドライフセミナー」への参加をお待ちしています！

～みなさん、定年後への備えは万全ですか？～

開催日　2024年６月７日（金）　13:00 ～ 17:00
会　場　茨城県労働福祉会館５階　大会議室
　　　　水戸市梅香2－1－39
　　　　TEL 029－231－2020（連合茨城）

申込み　所属の労働組合へご相談ください
問合せ　連合茨城「いきいきセカンドライフセミナー」事務局まで
　　　　担当：久保野谷・圷・川城　TEL：029－231－2020

対　象　40歳以上の組合員
内　容　①人生100年時代の働き方　②定年後の生活設計
　　　　③資金の貯蓄・運用（NISA、iDeCo など）
　　　　④健康寿命延伸に向けた日々の健康管理

　今年の１月１日に発生した「令和６年能登半島地震」において、被災され
た方々への支援活動として、連合茨城は１月より茨城県内各地域にて「緊急
支援カンパ」活動に取り組みました。
　地域のイベントや日頃の街宣活動等に参加・協力いただきました皆さまから、
たくさんのカンパ金をお預かりしました。
　お預かりしたカンパ金は、連合本部を通じて被災地各県へ復旧・復興への

「義援金」として送らせていただきました。

　また、４月３日には「台湾東部沖地震」が発生し、多くの被害を受けました。
　台湾は茨城県と縁の深い関係であることから、連合茨城としても「いま私た
ちができること」として、能登半島地震募金活動と並行し、新たな支援募金活
動に取り組みました。
　お預かりした募金は、日本赤十字社茨城県支部を通じて、被災地へ復旧・
復興への「義援金」として送らせていただきました。

中央労働金庫

協賛

− � − − � −



No.26労働相談事例から

	 5月	21日	火 14：00 政策・制度討論集会
	 6月	 1日	土 10：00 青年・女性委員会産別交流会

	 6月	 3日	月 15：30 茨城労働局雇用環境均等室への要請行動

	 6月	 4日	火
	 ～ 	

	 6月	 5日	水

女性のための全国一斉集中労働相談
ホットライン

	 6月	 7日	金 13：00 いきいきセカンドライフセミナー

	 6月	10日	月
	 ～ 	

	 6月	14日	金
新社会人のための労働相談WEEK

	 6月	15日	土 13：00 しあわせセンター無料法律相談

６月～７月のおもな日程 Main Schedule
	 6月	15日	土 13：00 無料相続登記相談会

	 6月	23日	日

～	
	 6月	25日	火

平和行動	㏌	沖縄

	 6月	28日	金 13：30 2024ジェンダー平等推進フォーラム
	 7月	 6日	土 10：00 構成組織代表者会議
	 7月	13日	土 10：00 医福労連学習会
	 7月	20日	土 13：00 新入組合員セミナー
	 7月	20日	土 13：00 しあわせセンター無料法律相談

Q

A

今年の４月１日から締結される労働契約の「労働条件明示の
ルール」が変更になったそうですが、具体的にどのように変わっ
たのでしょうか。

労働基準法第15条（労働条件の明示）および労働基準法施行規則５条（労働条件）に
より、使用者は労働契約の締結に際して、労働者に対して、賃金・労働時間その他の労働
条件を明示する義務があり、次の５つについては書面による明示が義務づけられています。

ア．労働契約の期間に関する事項（有期か無期か）
イ．就業の場所・従事する業務の内容
ウ．労働時間に関する事項（始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

休憩時間、休日、休暇、交替勤務に関する事項）
エ．賃金に関する事項（退職金・臨時に支払われる賃金を除く賃金について、その決定、

計算・支払いの方法、締め切り、支払いの時期に関する事項）
オ．退職に関する事項

対　象 明示のタイミング 新しく追加される明示事項

すべての
労 働 者

労 働 契 約 の 締 結 時 と
有期労働契約の更新時

１．就業場所・業務の変更の範囲
（例）雇入れ直後の就業場所～水戸支店

変更の範囲～海外（英・米）及び全国への配置転換あり
（例）雇入れ直後の業務～広告営業

変更の範囲～全ての業務への配置転換あり

有期契約
労 働 者

無 期 労 働 契 約 の
締 結 時 と 更 新 時

２．更新上限の有無と内容
（有期契約の通算契約期間または更新回数の上限）
✚更新上限を新設・短縮しようとする場合
　その理由をあらかじめ説明すること

無期転換ルールに基づく
無 期 転 換 申 込 権 が
発生する契約の更新時

３．無期転換申込機会（権利が発生する契約更新のタイミングごとに、
無期転換を申込むことができる旨を書面で明示することが必要）
無期転換後の労働条件（権利が発生する契約更新のタイミングご
とに、無期転換後の労働条件を書面で明示することが必要）
✚無期転換後の労働条件を決定するにあたり、他の正社員等との

バランスを考慮した事項の説明に努めること

＊無期転換ルールとは ; 同一使用者との間で有期契約が通算５年を超えて反復更新された場合、労働者が申込むことによっ
て使用者は無期契約にしなければならない制度。

今回の改正によって、以下の労働条件の明示事項と明示のタイミングが追加されました。既に雇用さ
れている者に対しても、再度の明示を行うことは望ましいとされています。

しあわせセンター法律相談は予約制です。（相談時間は30分です）
0120-154-052 へお電話下さい。

− � −


